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保安検査受検の際の留意点（別冊） 一般高圧ガス保安規則第６条第１項 （定置式製造設備）  
 

 

 

 

検 査 項 目 
保安検査報告書による 

書類検査内容 

県職員による 

現地検査内容 
指摘事例 

1. 警戒標 等 

 

1.1 境界線・警戒標 

（第 6 条第 1 項第 1 号･42 号イ） 

1. 事業所の境界線は       により明示され破損がない 

2. 事業所の警戒標は外部から見やすい場所に掲げている 

3. 製造施設の周囲に警戒標がある 

4. プラントエリア、ローリーの停止位置等は       により明示され、破損がない 

目視検査 ☞ 警戒標の文字や容器置き場の白線が薄くなっている 

☞ 製造変更許可により処理量が増減しているのに警戒標に記載の処理量が昔

のままとなっている 

☞ 製造移管により許可法人が変更となったが、警戒標に記載の新規許可が昔の

ままとなっている 

☞ 警戒標に表示されている常用圧力と実際（許可された）の常用圧力が異なる 

1.2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの

貯槽であることが容易にわかる措置 

燃 特不 

（第 6 条第 1 項第 6 号） 

1. 貯槽の周囲から見やすい部分に貯槽の直径の 1/10 以上の幅で帯状に可燃性ガスは赤色、特定不活性ガスは橙色の塗色

がある 

2. 外部から見やすいように可燃性ガスの貯槽である旨を朱書、特定不活性ガスの名称を橙色で明示している 

3. 地下に埋設された貯槽には容易にわかる標識等がある 

目視検査 ☞ 貯槽に記載された文字が薄くなっている。 

☞ 貯蔵するガス種を変更したが、貯槽に記載された文字の内容が更新されてい

ない 

1.3 バルブ等の操作に係る適切な措置 

（第 6 条第 1 項第 41 号） 

1. バルブ等の開閉方向が明示されている 

2. 配管には流体の種類及び流れ方向が明示されている 

3. 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し、その開閉状態の明示、通常使用しないものの施錠・封印等及び操作ボタ

ン、ハンドル等の過失による作動防止措置が講じられている 

4. 適切な足場、操作に必要な照度を有する照明がある 

目視検査 ☞ 開閉表示が間違ったものが表示されている 

☞ 開閉表示札が取り付けられていない 

☞ 安全弁元弁の封印・施錠措置がされていない 

☞ 開閉表示・流れ方向表示の文字が薄くなっている 

1.4 毒性ガスの識別措置・危険標識 

毒 

（第 6 条第 1 項第 33 号） 

1. 毒性ガスの製造施設の周囲に識別標がある 

2. 毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所に危険標識がある 

目視検査 ☞ 識別表示の文字が薄くなっている 

2. 保安距離・施設レイアウト 等 

 

 前回保安検査より変更が〔無・有〕 

   最終変更年月日は    年   月 

   変更内容：                     

書類検査 

（保安検査報告書） 

 

2.1 保安距離 

（第 6 条第 1 項第 2 号） 

高圧ガス貯蔵・処理設備の外面から敷地境界までの最短距離     m 

 規定の設備距離が確保されている 

法定 第 1 種〔     m〕  第 2 種〔     m〕 

実際距離及び保安物件 

  第 1 種〔    m、      〕第 2 種〔    m、      〕 

書類検査 

（保安検査報告書） 

☞ 許可時から添付されている周辺地図等の資料が更新されていない 

容器置場の第１種置場距離及び第２種

置場距離 

（第 6 条第 1 項 42 号ハ・ニ） 

容器置場の外面から敷地境界までの最短距離       m 

 規定の置場距離が確保されている 

法定置場距離 第 1 種〔     m〕  第 2 種〔     m〕 

実際距離及び保安物件 

  第 1 種〔    m、      〕第 2 種〔    m、      〕 

距離緩和措置 〔無・有〕 

書類検査 

（保安検査報告書） 

☞ 許可時から添付されている周辺地図等の資料が更新されていない 

容器置場の障壁 適切な障壁が設置され破損等がない 

種類：         、材料：             

目視検査 ☞ （容器置場の建物の壁と障壁を兼用している場合）通気口の大きさが大きく、

強度不足となっていないか 

2.2 設備間距離 燃 

（第 6 条第 1 項第 4･5 号） 

可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備の外面から他の可燃性ガス製造設備に対し、適切な設備間距離が確保されている 

対象設備：          必要：      m 実際：      m 

書類検査 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 

 貯槽間距離 1. 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガスの貯槽又は酸素の貯槽までの距離は 1m以上、又は貯槽の最大直径の和の

4 分の 1 のいずれか大なるものに等しい距離以上が確保されている   

必要：      m  実際：      m 

2. 規定の距離に満たない場合、適切な水噴霧装置等が設けられている 

   貯槽断熱構造：     、種類：     、能力：     L/min 

3. 水源は 30 分間以上連続して放射できる水量を有している 

必要：      m3  実際：      m3 

書類検査 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 

2.3 火気取扱施設までの距離 燃 特

不 

（第 6 条第 1 項第 3 号） 

1. 火気取扱施設が標示等によって明示されている 

2. 製造設備の外面から火気取扱施設（ボイラー、ストーブ、喫煙室等）に対し 8m 以上確保されている  実際：      

m 

書類検査 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 

KHKSによる保安検査の実施方法（KHKS0850-1）については、以下の URLを参照してください。 

保安検査基準 高圧ガス保安協会（CRTLを押しながらクリック）  https://www.khk.or.jp/technical_standards/khks0850_khkklks0850.html 

保安物件までの距離

が足りない場合 

https://www.khk.or.jp/technical_standards/khks0850_khkklks0850.html
https://www.khk.or.jp/technical_standards/khks0850_khkklks0850.html
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 1. 流動防止措置（防火壁、二重扉又はシリンダーキャビネット）又は連動装置により使用中の火気を消す為の措置が講

じられている 

実際：            

2. 連動装置の機能が正常に維持されている 

書類検査 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 

2.4 防液堤内外の設備設置規制 燃 

毒 酸素 

（第 6 条第 1 項第 8 号） 

防液堤の内側及び外側から 10m 以内に、設置してはいけない設備又は施設がない 目視検査 （今後事例があれば記載） 

2.5 滞留しない構造  

 燃 特不 

（第 6 条第 1 項第 9 号･42 号へ） 

1. ガスの性質、量等に応じ、開口部又は換気装置が適切な場所に設けられている 

2.  換気装置の機能が正常に維持されている 

目視検査 ☞ 開口部近傍に不要なものが置かれている 

容器置場のガスが滞留しない構造 1.① ガスの性質、量等に応じ、開口部又は換気装置が適切な場所に設けられている 

 ② 換気装置の機能が正常に維持されている 

2. 容器がシリンダーキャビネットに収納されている 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

2.6 直射日光を遮るための措置 燃 

酸素 

（第 6 条第 1 項第 42 号ホ） 

1. 容器置場の屋根は不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量なものである 

2. 容器がシリンダーキャビネットに収納されている 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

2.7 ジシラン等の自然発火に対し安全

な構造 

ｼﾞｼﾗﾝ ﾎｽﾌｨﾝ ﾓﾉｼﾗﾝ 

（第 6 条第 1 項第 42 号ト） 

1. 容器置場の材料は不燃性又は難燃性の材料である 

2. 容器がシリンダーキャビネットに収納されている 

（今後事例があれば

記載） 

（今後事例があれば記載） 

2.8 二階建容器置場の構造 

（第 6 条第 1 項第 42 号リ） 

貯蔵するガスの種類に応じて、適切な天井高さ、開口部、障壁が確保されている （今後事例があれば

記載） 

（今後事例があれば記載） 

3. 高圧ガス設備の基礎・耐震設計構造

等 

3.1 基礎  

（第 6 条第 1 項第 15 号） 

1. 地盤の許容支持力度が荷重以上である 

2. 貯槽の支柱又は架台が同一の基礎に固定されている 

3. 基礎及び支柱等の破損がない 

 

目視検査 ☞ アンカーボルトが緩んでいるものがある 

☞ 耐震基礎にひび割れ、亀裂等の損傷が見られる 

3.2 耐震設計構造 

（第 6 条第 1 項第 17 号） 

1. 支持構造物に著しい腐食損傷及び変形等がない 

2. アンカーボルト、ナット、ブレース等にはゆるみがない 

目視検査 ☞ アンカーボルトが緩んでいるものがある 

☞ 配管を固定する U 字バンド等が錆により腐食している 

3.3 貯槽の沈下状況測定 

（第 6 条第 1 項第 16 号） 

沈下率は 0.5%以内である 

測定結果は別添のとおり 

書類検査 

（保安検査報告書） 

☞ 沈下率の測定点を示すベンチマークの表示が見えづらくなっている 

☞ 沈下率が 0.5%を超えている 

4. ガス設備 

(導管を除く) 

4.1 ガス設備（高圧ガス設備を除く）

の気密構造 燃 毒 酸素 

（第 6 条第 1 項第 10 号） 

 漏えいのない構造である 書類確認 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 

4.2 ガス設備に使用する材料 

（第 6 条第 1 項第 14 号） 

1. 内圧容器及び弁には禁止されている材料が使用されてない 

2. 常用温度 0℃未満のガス設備（ポンプおよび圧縮機を除く）には例示基準で禁止されている材料が使用されていない 

書類検査 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 

4.3 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度 

（第 6 条第 1 項第 11 号・13号） 

 

 

1. 高圧ガス設備の外面に、耐圧性能・強度に支障を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がない 

2. 機器の肉厚は必要とする最小肉厚以上である 

測定箇所及び測定結果は別添のとおり 

3. 開放検査対象の設備が〔無・有〕 

    対象設備                           

                                   

     開放検査結果は別添のとおり 

4. 目視及び非破壊検査設備による検査、又はその記録により欠陥がない 

書類検査 

（保安検査報告書） 

☞ 錆が目立つ部分について肉厚測定を実施していない 

☞ 防錆のためのペンキが剥離している 

☞ 機械室コンクリートブロック壁を貫通している配管について、目視検査・防

錆塗装等を行うスペースがなく、メンテナンスが行われていない（錆で母材

が盛り上がっている状態であった） 

☞ 開放検査周期内に開放検査が実施されていない 

☞ 機器の肉厚測定値が規定肉厚以下であり、減肉している 

 1. 外面に、耐圧性能・強度に支障を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がなく、設置状況が適切に維持されている 

2.①内部目視及び非破壊検査設備による検査、又はその記録により欠陥がない 

最終検査年月は      年   月  測定結果は別添のとおり 

 ②機器の肉厚は必要とする最小肉厚以上である 

測定箇所及び測定結果は別添のとおり 

3. 耐圧試験において膨らみ、伸び、漏洩等の異常がない 

検査年月は      年   月 

検査方法：         検査圧力：      MPa 

4. 不純物や水分の混入等による腐食や劣化損傷が生じないように管理されている 

管理状況は別添のとおり 

5. ３年以内に取替えを実施している。 

最終交換年月は      年   月 

書類検査 

（保安検査報告書） 

☞ 成分管理に係る記録を保管していない 

☞ 成分管理により管理するとしているが、成分表のうち確認すべき項目を理解

していない 

☞ 成分管理を実施するものと耐圧試験を実施する区別を明確にしていない 

☞ 成分管理ができないため、３年以内に交換または毎年耐圧試験を実施する必

要があるが、実施していない 

距離がとれない場合 

フレキシブルチューブの場合 

（直接容器等に接続する末端のもの

は消耗品扱いのため、保安検査対象

外） 

別添の『保安検査基準に基づく個別

設備の検査の方法』を必ず参照して

ください。 
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4.4 高圧ガス設備の気密性能 

（第 6 条第 1 項第 12 号） 

 

 

 

 

常用の圧力以上の圧力で行う気密試験等において漏えいがない 

検査方法：              検査圧力：      MPa 

気密試験 

（石鹸水による） 

☞ バルブのフランジ・グランド部から微小漏えいしている 

☞ バルブのフランジ部にのみ石鹸水を掛けており、グランド部を含むバルブ全

体に石鹸水を掛けていない 

5. 計装・電気設備 

5.1 計装設備 

5.1.1 温度計 

（第 6 条第 1 項第 18 号） 

1.① 高圧ガス設備のうち必要な設備に温度計が設けられている 

 ② 外観に異常がない 

2.① 基準器等との比較が行われている 

 ② 目盛りの誤差は最小目盛り以内である：測定結果は別添のとおり 

目視検査 ☞ 常用温度の範囲（上限値）がマークされていない 

5.1.2 圧力計 

（第 6 条第 1 項第 19 号） 

1.① 高圧ガス設備の適切な圧力区分ごとに、圧力計が設けられている 

② 測定範囲が、当該設備の常用の圧力を適切に測定できるものである 

③ 外観に異常がない 

2. 検査結果（目盛の誤差は、最小目盛の 2 分の 1 以内）は別添のとおり 

目視検査 ☞ 常用圧力の範囲（上限値）がマークされていない 

☞ 圧力計の精度管理を２年以内に実施していない 

5.1.3 液面計等 

（第 6 条第 1 項第 22 号） 

1. 貯槽には適切な液面計が設けられ、機能が正常に維持されている 

2. 最高充てん指示の表示がある： 

       cm・L・m3・% 

3.① ガラス液面計にあっては、その破損を防止することができる構造である 

② 貯槽とガラス式液面計とを接続する配管には自動式止め弁等が設置されている 

③ 止め弁等の機能が正常に維持されている 

目視検査 

 

☞ 最高充てん指示の表示が薄くなっている 

5.2 電気設備 

5.2.1 電気設備の防爆構造 燃 

（第 6 条第 1 項第 26 号） 

1. 外観に破損、腐食等の異常がない 

2. モーター、配線等の絶縁に異常がない 

  各抵抗測定値は別添のとおり 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

5.2.2 保安電力等 

（第 6 条第 1 項第 27 号） 

1.① 対象設備に対し適切な保安電力等が設けられている 

 ② 外観に異常がない 

 ③ 作動機能が正常に維持されている 

2.① 予備電池が、十分充電されている 

② 水噴霧装置等において、単独でエンジン駆動によるポンプを使用するものにあってはセルモーターが付いている 

作動検査 

（可能な場合のみ） 

☞ 散水設備ポンプのエンジンが始動しない 

☞ 漏えい検知警報器のバッテリーの使用期限が過ぎている 

☞ 定期自主検査（保安検査報告書）において、漏えい検知警報器のバッテリー

の作動確認がなされていない又はその記録がない 

 

5.2.3 静電気除去措置 

 燃 特不 

（第 6 条第 1 項第 38 号） 

1.① 対象設備に接続された接地接続線が設けられている 

 ② 断線その他の損傷がない 

2. 接地抵抗値が総合 100Ω（避雷設備を設けたもの 10Ω）以下である 

   各抵抗値は別添のとおり 

目視検査 ☞ 配管用アースボンディングが脱落している 

6. 保安・防災設備 

6.1 常用の温度の範囲に戻す措置 

（第 6 条第 1 項第 18 号） 

1. 温度自動制御装置が設置されている 

2. 温度自動制御装置の作動機能が正常に維持されている 

作動検査 

（可能な場合のみ） 

☞ ポンプが稼働せず、散水設備の稼働状況が確認できない 

☞ 散水設備のノズルが錆により詰まっている 

6.2 安全装置 

（第 6 条第 1 項第 19 号） 

 

1.① 高圧ガス設備の適切な圧力区分ごとに安全装置が設けられている 

 ② 破損その他の異常がない 

2. 安全装置の機能が正常に維持されている 

   作動試験結果は別添のとおり 

目視検査 ☞ 安全弁の設定圧力が、常用圧力を大幅に上回っている（設定圧力＜設計圧力

が確認されたため、法令違反ではない） 

☞ 安全弁出口からの外部リークがある 

6.3 安全弁等の放出管 

 燃 毒 特不 

（第 6 条第 1 項第 20 号） 

1.① 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽に設けた放出管の開口部は、地盤面から５m又は貯槽頂部から２m のいずれか

高い位置以上にある 

 ② 周囲に着火源等のない安全な位置に開口部がある 

2. 毒性ガスの高圧ガス設備に設けた放出管の開口部は、除害設備内にある 

3. その他の高圧ガス設備に設けた放出管の開口部は、近接する建築物又は工作物以上の高さがある 

目視検査 ☞ 放出管上部に設置している雨よけキャップが、防錆塗装により放出管に固着

している（適切に放出されないおそれあり） 

☞ 放出管の位置が地盤面から５m 又は貯槽頂部から２m 以下の位置にある 

6.4 貯槽の温度上昇防止措置 燃 毒 

（第 6 条第 1 項第 32 号） 

1. 可燃性ガス又は毒性ガスの貯槽及び支柱について、断熱構造の有無又はその程度に応じ、規定の能力を有する散水装

置等が設けられている 

   断熱構造：          

   必要能力：         、 実際：          

2. 破損その他の異常がない 

3. 水源は 30 分間以上連続して放射できる水量を有している 

必要：      m3、 実際：      m3  

作動検査 

（可能な場合のみ） 

☞ ポンプが稼働せず、散水設備の稼働状況が確認できない 

☞ 散水設備のノズルが錆により詰まっている 

6.5 負圧防止措置 燃 

（第 6 条第 1 項第 21 号） 

1. 圧力計等が適切に設置されている 

2. 負圧防止設備の作動機能が正常に維持されている 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

6.6 液化ガスの流出防止措置 燃 毒 

酸素 

（第 6 条第 1 項第 7 号） 

1. 貯槽の貯蔵能力に応じ防液堤又は液流出防止措置が講じられている 

2. 防液堤の亀裂、くずれ、破損、配管貫通部の漏えいその他の異常がなく、かつ、防液堤内の滞水が排水できる構造で

ある 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

別添の『保安検査基準に基づく個別

設備の検査の方法』を必ず参照して

ください。 
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6.7 不活性ガス置換構造 特殊 五ﾌｯ

化ﾋ素 

 

（第 6 条第 1 項第 23 号） 

1. 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備には、設備内部を不活性ガスにより置換する装置又は内部を真空にする

装置が設けられている 

2. 不活性ガスにより置換する装置又は内部を真空にする装置の機能が正常に維持されている 

（今後事例があれば

記載） 

（今後事例があれば記載） 

6.8 毒性ガス配管等の接合 毒 

（第 6 条第 1 項第 35 号） 

1. 毒性ガスのガス設備の接合は溶接により行われている 

2. 溶接による接合が適当でない設備の場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合により行われてい

る 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

6.9 毒性ガス配管等の二重管等 毒 

（第 6 条第 1 項第 36 号） 

1. 毒性ガスの種類に応じて、ガス設備の配管を二重管としている 

2. 二重管に設けたガス漏えい検知警報設備の作動機能が正常に維持されている 

（今後事例があれば

記載） 

（今後事例があれば記載） 

6.10 貯槽の配管に設けたバルブ 燃 

毒 酸素 

（第 6 条第 1 項第 24 号） 

1. 当該配管に緊急遮断装置のほかに、2 以上のバルブが設けられている 

2. 2 以上のバルブのうち 1は貯槽の直近に設けられている 

3. 他のバルブは別の工程に至るまでの間に設けられている 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

6.11 貯槽配管の緊急遮断装置 燃 毒 

酸素 

（第 6 条第 1 項第 25 号） 

1. 貯槽送出し又は受入れ配管の適切な位置に緊急遮断装置（受入れ配管にあっては逆止弁も可）が設けられている 

2. 破損その他の異常がない 

3. 作動機能が正常に維持されている 

4. 弁座の漏えい量が保安上支障のない量以下である 

5. 操作位置は安全な位置で、５m 以上離れた場所及び関係者が常駐する場所それぞれ１ヶ所以上設けられている 

作動検査 

（可能な場合のみ） 

☞ 緊急遮断装置の作動検査の記録が点検表等に記載されていない 

☞ 保安係員が、緊急遮断装置の操作位置（スイッチ、ブローバルブ等）を把握

していない 

6.12 除害のための措置 

特殊 五ﾌｯ化ﾋ素等 

亜硫酸ｶﾞｽ ｱﾝﾓﾆｱ 塩素 

ｸﾛﾙﾒﾁﾙ 酸化ｴﾁﾚﾝ  ﾎｽｹﾞﾝ 

ｼｱﾝ化水素 硫化水素 

（第 6 条第 1 項第 37 号・42号チ） 

1. 適切な拡散防止措置が講じられている 

2. ガスの種類に応じて、適切な除害設備が設置されている 

   実際：              

3. 除害設備の作動機能は正常に維持されている 

4. 除害剤、保護具等は必要な数量が確保されており、その管理状態が適切である 

書類検査 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 

6.13 ガス漏えい検知警報設備 燃 毒 

特不 

（第 6 条第 1 項第 31 号） 

1. 対象設備の規模等に応じ、必要な数の検知部が設けられている 

   必要数：      個、 実際：      個 

2. 外観に異常がない 

3. 作動機能が正常に維持されている 

   作動試験結果は別添のとおり 

4. 警報器の操作盤の設置場所には常駐者がいる 

作動検査 

（可能な場合のみ） 

☞ 所定時間を超過しても作動しない（県職員による現地動作確認時） 

☞ 警報設定値の 1.6 倍を大幅に超える濃度のガスで検査を行っている（県職員

による現地動作確認時） 

6.14 防消火設備 

燃 酸素 

（第 6 条第 1 項第 39 号、42号ヌ） 

特不 

（第 6 条第 1 項 39 号の 2・42号ヌ） 

1. 防火設備 

① 対象設備の規模等に応じ、適切な防火設備が設けられている 

   実際：                 

② 水源は 30 分間以上連続して放射できる水量を有している 

必要：      m3、 実際：      m3 

③ 防火設備の操作部は、貯槽及び支柱の外面から 15m 以上離れた位置及び関係者が常駐する場所に設けられている 

2. 消火設備 

 ① 対象設備の規模等に応じ、必要な数の消火器が設けられている 

    必要：     本、 実際：     本 

 ② 消火器は良好な状態に維持されている 

作動検査 

（可能な場合のみ） 

・防火設備 

 

目視検査 

・消火設備 

☞ ポンプが稼働せず、散水設備の稼働状況が確認できない 

☞ 散水設備のノズルが錆により詰まっている 

☞ 消火器の使用期限が超過している 

6.15 アセチレン容器の破裂防止措置 

 ｱｾﾁﾚﾝ 

（第 6 条第 1 項第 28 号） 

1. 圧縮アセチレンガスの充てん場及び当該ガスの容器置場に散水装置が設けられている 

2. 施設から散水用水源までの距離が 100m 以下である 実際：   m 

3. 送水量が 0.8m3/min 以上である 実際：   m3/min 

4. 水源は 20m3以上で 20 分以上送水可能な水量を有している 

    必要：     m3  実際：     m3 

作動検査 

（可能な場合のみ） 

・防火設備 

（今後事例があれば記載） 

6.17 圧縮機とアセチレン･圧縮ガス充

てん場所等間の障壁 ｱｾﾁﾚﾝ 

（第 6 条第 1 項第 29 号･30 号） 

1. 圧縮機と圧縮アセチレンガスの充てん場及び当該ガスの容器置場の間には障壁が設けられており破損等がない 

2. 圧縮アセチレンガスの充てん場と当該ガスの容器置場の間には障壁が設けられており破損等がない 

3. 圧縮機と 10MPa 以上の圧縮ガスの充てん場及び当該ガスの容器置場の間には障壁が設けられており破損等がない 

目視検査 （今後事例があれば記載） 

6.18 通報措置 

（第 6 条第 1 項第 40 号） 

1. 通報範囲の区分に応じ適切な通報設備が設けられている 

  通報区分：事務所間・事業所間・作業員間相互 

  通報設備：                       

2. 通報設備の機能が正常に維持されている 

目視検査 （今後事例があれば記載） 
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7.導管 

（第 6 条第 1 項第 43 号） 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

設置場所 

地盤面上・下の導管の設置及びその標識 

水中設備 

耐圧性能及び強度 

気密性能試験 

腐しょく防止措置及び応力吸収措置 

温度上昇防止措置 

圧力上昇防止措置 

通報措置 

書類検査 

（保安検査報告書） 

（今後事例があれば記載） 
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